
令和５年４月１日以後開始事業年度等分 

外国法人用 

 

【№56】課税売上割合が 95％未満

であり、かつ、特定課税仕入れ（例

えば、国外事業者が行うネット広

告の配信等）がある場合、⑧～⑩欄

に特定課税仕入れに係る支払対価

の額を記載していますか。 


